
◎株式会社産業再生機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関す

る法律 
（平成一五年四月九日法律第二八号）   

一、提案理由（平成一五年二月二六日・衆議院経済産業委員会） 

○谷垣国務大臣 株式会社産業再生機構法案及び株式会社産業再生機構法の施行に伴う

関係法律の整備等に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上

げます。 

……………（略）…………… 

 続いて、株式会社産業再生機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につ

いて申し上げます。 

 この法律案は、株式会社産業再生機構法の施行に伴い、預金保険機構が整理回収機構

に委託して行っている健全金融機関からの資産の買い取りにつき、その申し込みの期間

を一年間延長するとともに、中小企業信用保険法その他の関係法律について、規定の整

備を行うものであります。 

 以上が、これら法律案の提案理由及びその要旨であります。 

 何とぞ、慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。 

二、衆議院経済産業委員長報告（平成一五年三月二〇日） 

○村田吉隆君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、経済産業委員会にお

ける審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

 次に、株式会社産業再生機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につき

ましては、特定協定銀行が行う健全金融機関からの資産の買い取りに関する業務の延長

のほか、その他の関係法律について規定の整備を行おうとするものであります。 

……………（略）…………… 

 本委員会においては、去る二月二十六日、三法律案に関し谷垣国務大臣及び平沼経済

産業大臣からそれぞれ提案理由の説明を聴取した後、参考人から意見を聴取するととも

に、さらに、財務金融委員会との連合審査会を行うなど、慎重な審査を行い、昨日質疑

を終了いたしました。 

……………（略）…………… 

 次に、株式会社産業再生機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につき

ましては、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

……………（略）…………… 

 以上、御報告申し上げます。 

三、参議院経済産業委員長報告（平成一五年四月二日） 

○田浦直君 ただいま議題となりました四法律案につきまして、経済産業委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 



……………（略）…………… 

 次に、株式会社産業再生機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、株

式会社産業再生機構法の施行に伴い、健全金融機関から整理回収機構への資産買取り申

込期間の一年間延長等を行おうとするものであります。 

……………（略）…………… 

 委員会におきましては、以上の三法律案を一括して議題とし、参考人から意見を聴取

するとともに、産業再生機構創設の必要性、債権買取り価格の在り方、事業再生計画に

おける雇用への配慮、中小企業の事業再生支援の強化策等について熱心に質疑が行われ

ましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終わり、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して西山委員より三法律

案に反対する旨の意見が述べられました。 

 次いで、順次採決の結果、三法律案はいずれも多数をもって原案どおり可決すべきも

のと決定いたしました。 

……………（略）…………… 

 以上、御報告申し上げます。 


